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こ
の
改
正
は
、
住
宅
困
窮
度
の

高
い
方
に
対
し
、
よ
り
的
確
に
住

宅
を
提
供
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

●
入
居
収
入
基
準
の
見
直
し

　

改
正
後
の
入
居
収
入
基
準（
図

１
）を
超
え
る
方
は
、
４
月
以
降
、

申
込
み
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

※
裁
量
階
層
対
象
者
…
高
齢
者
世

帯
・
障
害
者
世
帯
・
就
学
前
児

童
の
い
る
世
帯
な
ど

※
月
額
収
入
…
例
え
ば
、
給
与
所

得
の
場
合
、
所
得
証
明
書
に
記

載
の
給
与
所
得
控
除
後
の「
給

与
所
得
額
」か
ら「
世
帯
の
構
成

に
応
じ
た
額
」
を

控
除
し
た
額
を
月

額
換
算
し
た
も
の

●
家
賃
制
度
の
見
直
し

　

家
賃
を
算
定
す
る
家
賃
算
定
基

礎
額
と
規
模
係
数
が
変
更
に
な
り

ま
す
の
で
、
図
２
の
と
お
り
月
額

収
入
が　

万
４
千
円
以
下
の
世
帯

１０

で
は
、
家
賃
負
担
額
は
増
加
し
ま

せ
ん
が
、　

万
４
千
円
を
超
え
る

１０

世
帯
で
は
、
家
賃
負
担
額
が
増
加

し
ま
す
。

●
経
過
措
置

　

既
に
市
営
住
宅
に
入
居
し
て
い

る
方
で
、
制
度
改
正
後
の
家
賃
が

平
成　

年
度
家
賃
を
上
回
る
場
合

２０

は
、
急
激
な
負
担
増
を
避
け
る
た

め
、
図
３
の
と
お
り
５
年
間
で
新

家
賃
制
度
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
収
入
超
過
者
、
高
額
所

得
者
の
収
入
基
準
も
、
平
成　

年
２６

３
月　

日
ま
で
の
５
年
間
は
改
正

３１

前
の
基
準
と
な
り
ま
す
。

　

既
に
市
営
住
宅
お
よ
び
県
営
住

宅
の
申
込
み
を
し
て
い
る
方
は
、

５
月　

日
で
申
込
み
の
効
力
を
失

１０

い
ま
す
。
引
き
続
き
、
入
居
希
望

の
方
は
、
前
記
の
申
込
期
間
内
に

再
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
同
時
に
新
規
の
方
の
申

込
み
も
受
け
付
け
ま
す
。

▽
受
付
時
間　

平
日
の
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

３０

▽
申
込
場
所　

建
築
住
宅
課
住
宅

管
理
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
地

域
整
備
課

▽
入
居
資
格
・
添
付
書
類

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
方
。

た
だ
し
、
誕
生
日
が
昭
和　

年
３２

４
月
１
日
以
前
の
方
や
障
害
者

な
ど
は
、
条
件
に
よ
り
単
身
入

居
可
能
…
入
居
希
望
者
全
員
の

住
民
票

②
入
居
者
お
よ
び
同
居
者
の
合
計

収
入
が
基
準
内
で
あ
る
方

・
一
般
世
帯　

月
収　

万
８
千
円

１５

以
下
…
所
得
証
明

・
裁
量
階
層　

月
収　

万
４
千
円

２１

以
下
…
所
得
証
明

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
の

が
明
ら
か
な
方

④
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

…
納
税
証
明
（
所
定
用
紙
。
申

込
み
時
に
配
布
）

⑤
入
居
者
が
暴
力
団
員
な
ど
で
な

い
方
…
誓
約
書
（
所
定
用
紙
。

申
込
み
時
に
配
布
）

⑥
連
帯
保
証
人
を
準
備
で
き
る
方

※
県
営
住
宅
は
、
申
込
書
の
み
提

出
で
、
添
付
書
類
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他　

募
集
要
項
は
、
３
月

　

日（
月
）か
ら
建
築
住
宅
課
住

２３

　

市
で
は
、
４
月
か
ら
の
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

市
営
住
宅
に
入
居
で
き
る
収
入
条
件
や
入
居
後
の
家
賃
制
度
を
見
直

し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
市
営
住
宅
に
入
居
を
希
望
す
る
方
や
既
に
入
居
し

て
い
る
皆
さ
ん
に
制
度
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

《
申
込
み
・
問
合
せ
》
建
築
住
宅
課
住
宅
管
理
係
�　

－

９
０
１
８

２１

公
営
住
宅
法
改
正
の
目
的

市
営
住
宅

4
月
か
ら
 

4
月
か
ら
 

市
営
住
宅
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す
 

市
営
住
宅
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す
 

現
　
在 

一般の申込者 
月額収入20万円以下 
裁量階層対象者 

月額収入26万8千円以下 

改
正
後 

一般の申込者 
月額収入15万8千円以下 

裁量階層対象者 
月額収入21万4千円以下 

図１　入居収入基準の見直し

新制度家賃 

２０年度家賃 

２０
年
度
家
賃 

２１
年
度
家
賃 

２２
年
度
家
賃 

２３
年
度
家
賃 

２４
年
度
家
賃 

２５
年
度
家
賃 

H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

新
制
度
に
よ
る 

家
賃
の
上
昇
分 

減額される家賃 

図２　家賃制度の見直し

［参考］ 
家賃＝①家賃算定基礎額×②規模係数×③市町村立地係数×

④経過年数係数×⑤利便性係数 

現　在 
月額収入 

家賃変更なし 家賃負担の増 収入超過者 
高　額 
所得者 

収入階層　Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 

収入階層　Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 

Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ,Ⅷ Ⅷ 

Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ,Ⅷ Ⅷ 

～１２万３千円 ～２０万円 ～３９万７千円 
月額収入 月額収入 

改正後 ～１０万４千円 ～１５万８千円 ～３１万７千円 

図３　激変緩和措置のイメージ
市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の
再

申
込
み
と
新
規
申
込
み
を

受
け
付
け
ま
す

申込期間
4月6日（月）
～24日（金）
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宅
管
理
係
ま
た
は
各
総
合
支
所

地
域
整
備
課
で
配
布
し
ま
す
。

　

前
記
の
申
込
み
を
し
た
方
の
、

空
家
住
宅
の
当
選
者
を
決
定
す
る

た
め
、
次
の
と
お
り
公
開
抽
選
を

行
い
ま
す
。
な
お
、
併
せ
て
待
機

者
（
補
欠
者
）
の
順
位
も
決
定
し

ま
す
。

▽
抽
選
会
の
参
加
要
件　

４
月
６

日（
月
）〜　

日（
金
）に
申
込
み

２４

し
、
受
理
し
た
方
に
限
り
ま
す
。

▽
公
開
抽
選
日　

５
月　

日（
日
）

１０

　
【
市
営
住
宅
】
午
前　

時
〜

１０

　
【
県
営
住
宅
】午
前　

時　

分
〜

１１

３０

▽
抽
選
会
場　

豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ

市
民
活
動
室
Ｃ
・
Ｄ

▽
持
ち
物　

申
込
み
時
に
交
付
す

る
「
申
込
受
理
確
認
証
」

▽
託
児　

託
児
（
１
歳
半
〜
就
学

未
満
）
が
あ
り
ま
す
。
希
望
の

方
は
、
４
月　

日（
金
）ま
で
に

２４

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他　

実
際
の
入
居
は
６
月

以
降
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
住
宅
は
、
中
堅
所
得
者
の

た
め
の
公
営
住
宅
で
す
。
希
望
の

方
は
、
４
月
１
日

以
降
に
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
先
着

順
で
住
宅
を
案
内

し
ま
す
。

▽
入
居
資
格　

市
営
住
宅
の
申
込

み
基
準
と
同
様
で
、
②
の
入
居

者
所
得
基
準
が
月
収　

万
８
千

１５

円
以
上　

万
７
千
円
以
下
の
方

４８

公
開
抽
選
会

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

　
（
但
東
地
域
）の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

〈特定公共賃貸住宅（但東地域）空家と入居者負担額〉（平成２１年２月２７日現在）
所得基準と入居者負担額

空家
規格

（床面積）
住宅名

３５０，０００円超
２５９，０００円超
３５０，０００円以下

１５８，０００円以上
２５９，０００円以下

１００，０００円６５，０００円６０，０００円３戸
３ＬＤＫ

（１００．９㎡）
久畑二ノ宮

１００，０００円６５，０００円６０，０００円５戸
３ＬＤＫ
（９８．９㎡）

中山向町

６０，０００円４３，０００円３８，０００円１戸
２ＬＤＫ
（６０．７㎡）

小谷

７０，０００円５５，０００円４９，０００円１戸
３ＤＫ

（７６．０㎡）
赤野

　

宅
地
内
の
水
道
管
や
蛇
口
な
ど

は
、
そ
の
建
物
の
所
有
者
や
使
用

者
が
管
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。日
ご
ろ
か
ら
、点
検
や
管
理
に

心
が
け
、
漏
水（
水
漏
れ
）な
ど
が

起
き
な
い
よ
う
に
注
意
く
だ
さ
い
。

●
漏
水
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

漏
水
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調

べ
る
に
は
、
家
庭
内
の
蛇
口
を
全

部
止
め
、
水
道

メ
ー
タ
ー
を
確
認

し
ま
す
。
パ
イ

ロ
ッ
ト
マ
ー
ク
が

回
っ
て
い
る
と
き

は
、
漏
水
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

●
漏
水
に
気
づ
い
た
ら

　

早
め
に
指
定
工
事
店
（
市
が
指

定
し
た
給
水
装
置
工
事
事
業
者
）

に
修
理
を
依
頼
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
漏
水
箇
所
や
修
理
内
容

に
よ
っ
て
は
、
上
下
水
道
料
金
の

軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
申
請
く
だ
さ
い
。

●
軽
減
の
対
象
は

①
地
中
、床
下
な
ど
目
に
見
え
な
い

場
所
の
漏
水
（
蛇
口
や
水
洗
ト

イ
レ
な
ど
の
漏
水
は
対
象
外
）

②
適
正
な
管
理
に
も
か
か
わ
ら
ず

発
生
し
た
破
損
な
ど
に
よ
る
漏

水
③
指
定
工
事
店
に
よ
る
修
理
を
完

了
し
て
い
る
こ
と

④
漏
水
箇
所
の
修
理
完
了
後
、
６

カ
月
以
内
の
申
請
で
あ
る
こ
と

※
給
湯
器
、
温
水
器
、
受
水
槽
な

ど
の
器
具
の
故
障
に
よ
る
漏
水

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
い
く
ら
軽
減
さ
れ
る
の
？

①
料
金
は
、
最
大
３
カ
月
分
軽
減

し
ま
す
。

②
水
道
料
金
は
、
漏
水
し
た
と
認

め
ら
れ
る
水
量
の
２
分
の
１
に

係
る
料
金
を
軽
減
し
ま
す
。

③
下
水
道
料
金
は
、
漏
水
し
た
と

認
め
ら
れ
る
水
量
に
係
る
料
金

を
軽
減
し
ま
す
。

●
申
請
の
手
続
き
は

　

上
下
水
道
料
金
の
軽
減
を
受
け

る
に
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
指
定
工
事

店
に
相
談
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
企
業
総
務
課

�　
－

５
３
７
７
ま
た
は
水
道

２２
課
�　

－

５
３
７
９

２２

●
受
水
槽
の
管
理
は
誰
が
す
る
の
？

　

建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
が
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
管
理

が
不
十
分
な
場
合
、
水
や
水
槽
が

汚
れ
て
、
安
心
し
て
水
を
飲
む
こ

と
が
で

き
な
く

な
り
ま

す
の
で
、

衛
生
管

理
を
十

分
に
行

っ
て
く

だ
さ
い
。

●
適
正
な
管
理

　

有
効
容
量
が　

立
方
メ
ー
ト
ル

１０

を
超
え
る
受
水
槽
は
、
水
道
法
で

管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
受
水
槽

１０は
、
法
の
規
制
は
受
け
ま
せ
ん
が
、

市
給
水
条
例
に
従
っ
て
、
適
正
な

管
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
水
槽
の
清
掃
…
少
な
く
と
も
１

年
に
１
回

○
施
設
の
点
検
…
定
期
的
に
水
槽

の
ふ
た
の
施
錠
、
亀
裂
の
有
無
、

防
虫
網
の
設
置
な
ど
の
点
検

《
問
合
せ
》
水
道
課

　

�　

－

５
３
７
９

２２

受水槽式給水の例 

受水槽 

高置水槽 

ポンプ M
メーター 

水槽 
本質 

受
水
槽
の
管
理
は

で
き
て
い
ま
す
か

水
道
の
漏
水
に
 

　
　
　
注
意
く
だ
さ
い
 

▲パイロットマーク


